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（1）:本人または本人と同一世帯の方が手続する場合
・本人のマイナンバーカード・住民基本台帳カード
・手続する方の本人確認書類
・暗証番号［4けたの数字（住民基本台帳用）、6けた以上の英数字（署名用）］
・同一世帯の方は、委任状・暗証番号［6けた以上の英数字（署名用）］の記載された用紙を封筒に封入・封緘

（2）:法定代理人が手続する場合
・法定代理人の本人確認書類
・券面変更対象者のマイナンバーカード・住民基本台帳カード
・暗証番号（4けたの数字、住民基本台帳用暗証番号）
・登記事項証明等の代理権確認書類（対象者が未成年で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要）

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・退職日のわかる書類
※市民課までお問い合わせください。

①申請者・配偶者のマイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類
 （お手元にない場合もお寄りください）
②申請者の口座が分かるもの
③申請者の健康保険証（申請者が国家公務員共済・地方公務員等共済に加入の場合）
④児童のマイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類（申請者が児童と別居の場合）
①受給予定者の健康保険証
②保護者・扶養義務者のマイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類
 （お手元にない場合もお寄りください）
③保護者・扶養義務者の本人確認書類
※保護者・扶養義務者の所得課税証明書がある場合は②、③不要

※こども政策課までお問い合わせください。

①受給予定者の健康保険証
②母子・父子世帯調査票（こども政策課⑰番窓口で発行）
③保護者・扶養義務者のマイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類
 （お手元にない場合もお寄りください）
④保護者・扶養義務者の本人確認書類
※保護者・扶養義務者の所得課税証明書がある場合は③、④不要

※ほいく課までお問い合わせください。

入学許可書、在籍証明書または学生証の写し
※管理課までお問い合わせください。

就労証明書（芦屋市ホームページに専用様式を掲載）または診断書等

①母子健康手帳　②妊婦の本人確認書類
③印鑑　④妊婦名義の口座が分かるもの
※こども家庭・保健センターまでお問い合わせください。
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①受給予定者の健康保険証
②介護保険被保険者証（要介護2以上のかた）
③世帯員全員のマイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類
 （お手元にない場合もお寄りください）
④世帯員全員の本人確認書類
※世帯員全員の所得課税証明書がある場合は③、④不要

手帳（手帳をお忘れでもお寄りください）

手帳、顔写真（県外・神戸市・明石市からの転入の場合）
（手帳をお忘れでもお寄りください）
手帳、顔写真（県外・神戸市からの転入の場合）
（手帳をお忘れでもお寄りください）

受給者証 ※転入日より引き続きサービスの利用が必要な場合は必須
（受給者証をお忘れでもお寄りください）

①受給予定者の健康保険証/後期高齢者医療被保険者証
②各手帳
③受給者本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類
（お手元にない場合もお寄りください）
④受給者本人・配偶者・扶養義務者の本人確認書類
※受給者本人・配偶者・扶養義務者の所得課税証明書がある場合は③、④は不要

受給者証（受給者証をお忘れでもお寄りください）

印鑑 ※お持ちの本人確認書類によっては、即日登録不可

・犬の鑑札
・狂犬病予防注射済票
右記 「二次元コード」もしくは「こども家庭・保健センター」より
お手続ください。

旧自治体で交付されたナンバープレート及び標識交付証明書、
または廃車済書（再登録用）
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